
中
世
浄
土
宗
の
実
態
─
─
法
然
浄
土
教
か
ら
の
乖
離
─
─

伊
藤
　
真
昭

は
じ
め
に

　
近
世
の
浄
土
宗
は
、
一
六
九
六
年
段
階
で
、
す
で
に
六
〇
〇
〇
ヶ
寺
を
越
え
る
寺
院
数
を
擁
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い

る
。
本
稿
の
課
題
は
中
世
浄
土
宗
寺
院
の
実
態
で
あ
る
が
、
外
形
的
に
そ
れ
だ
け
の
寺
院
数
の
教
団
に
い
た
る
道
筋
を
示
す
と
と
も
に
、

内
実
に
つ
い
て
も
そ
の
一
端
を
紹
介
し
た
い
と
思
う
。

　
先
ず
本
稿
で
は
中
世
の
始
点
を
便
宜
上
一
一
七
五
年
の
立
教
開
宗
時
点
、
終
点
を
一
五
六
八
年
の
織
田
信
長
上
洛
時
点
と
す
る
。
一

一
七
五
年
は
歴
史
学
的
な
時
代
区
分
で
い
う
と
院
政
期
に
あ
た
る
が
、
院
政
期
は
中
世
に
区
分
さ
れ
る
。
こ
の
約
四
〇
〇
年
間
を
中
世

と
し
て
、
一
三
三
三
年
の
鎌
倉
幕
府
滅
亡
ま
で
を
中
世
前
期
、
一
四
六
七
年
の
応
仁
・
文
明
の
乱
ま
で
を
中
世
後
期
、
そ
れ
以
降
を
戦

国
期
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
み
て
い
き
た
い
。
ま
た
そ
の
後
の
時
代
を
、
一
五
六
八
年
か
ら
一
五
九
九
年
ま
で
を
織
豊
期
、
関

ヶ
原
の
戦
い
の
一
六
〇
〇
年
か
ら
三
代
将
軍
徳
川
家
光
が
没
す
る
翌
年
一
六
五
一
年
ま
で
を
近
世
最
初
期
、
一
六
五
二
年
か
ら
『
浄
土

宗
寺
院
由
緒
書
』
が
作
成
さ
れ
る
一
六
九
六
年
ま
で
を
近
世
初
期
と
す
る
。
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浄
土
宗
寺
院
の
歴
史
を
知
る
た
め
の
基
本
史
料
が
、
知
恩
院
蔵
『
蓮
門
精
舎
旧
詞
』（『
浄
土
宗
全
書
』
所
収
）
と
、
増
上
寺
蔵
『
浄

土
宗
寺
院
由
緒
書
』（『
増
上
寺
史
料
集
』）
で
あ
る
。
両
者
は
密
接
に
関
係
し
、
前
者
は
後
者
の
抄
出
本
で
あ
る
。
前
者
に
は
竹
田
聴
洲

（
竹
田
一
九
七
一
）
に
よ
る
詳
細
な
研
究
が
あ
り
、
後
者
に
は
『
増
上
寺
史
料
集
』
と
し
て
刊
行
さ
れ
る
際
、
宇
高
良
哲
に
よ
る
詳
細
な

解
題
が
付
さ
れ
た
（
宇
高
一
九
八
〇
）。
そ
れ
に
よ
る
と
、
増
上
寺
に
は
「
尾
張
・
三
河
」、「
紀
伊
坤
」、「
備
中
・
備
前
・
備
後
・
美

作
」
の
三
冊
が
行
方
不
明
で
あ
る
た
め
、
こ
の
部
分
は
知
恩
院
本
の
内
容
が
掲
載
さ
れ
た
と
い
う
。
し
か
し
そ
こ
で
も
指
摘
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
、
知
恩
院
本
は
増
上
寺
本
の
抄
録
で
あ
る
た
め
、
全
て
の
項
目
が
記
載
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
特
に
三
河
は
中

世
浄
土
宗
史
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
な
地
域
で
あ
る
た
め
、
そ
の
欠
本
が
惜
し
ま
れ
る
。

　
と
こ
ろ
が
二
〇
一
三
年
、
愛
知
県
岡
崎
市
美
術
博
物
館
か
ら
「
三
河
国
浄
土
宗
寺
院
由
緒
書
」
が
翻
刻
、
刊
行
さ
れ
た
（
堀
江
二
〇

一
三
）。
こ
れ
は
岡
崎
市
信
光
明
寺
に
残
さ
れ
て
い
た
も
の
で
、
三
河
国
内
一
五
一
ヶ
寺
分
の
情
報
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
尾
張

国
分
に
つ
い
て
も
名
古
屋
市
建
中
寺
に
残
さ
れ
て
い
た
も
の
が
公
刊
さ
れ
た
（
宇
高
二
〇
一
九
）。

　
こ
の
よ
う
に
『
浄
土
宗
寺
院
由
緒
書
』
か
ら
漏
れ
て
い
た
国
の
控
え
が
発
掘
さ
れ
、
元
禄
の
調
査
の
全
貌
が
よ
り
充
実
し
て
き
た
状

況
に
あ
る
。
そ
の
た
め
近
年
の
史
料
も
加
味
し
た
上
で
の
再
検
討
が
必
要
と
な
ろ
う
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
増
上
寺
本
を
基
本
に
、
知

恩
院
本
・
信
光
明
寺
本
・
建
中
寺
本
を
加
え
て
、
重
複
分
を
削
除
し
た
六
六
七
二
ヶ
寺
分
を
検
討
素
材
に
し
て
中
世
浄
土
宗
寺
院
の
成

り
立
ち
に
つ
い
て
再
検
討
す
る
。
な
お
こ
こ
で
い
う
「
浄
土
宗
寺
院
」
に
は
、
浄
土
宗
寺
院
と
し
て
開
基
さ
れ
た
も
の
だ
け
で
な
く
、

他
宗
寺
院
と
し
て
の
前
史
が
あ
り
、
ど
こ
か
の
時
点
で
浄
土
宗
寺
院
と
し
て
再
出
発
し
た
も
の
も
含
め
て
い
る
。
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第
一
章
　
近
世
初
頭
の
教
線
拡
大
期

　
先
ず
表
1
と
図
1
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。
六
六
七
二
ヶ
寺
を
国
別
に
集
計
し
、
現
在
の
浄
土
宗
で
採
用
さ
れ
て
い
る
ブ
ロ
ッ
ク
別

に
区
分
け
し
た
も
の
が
表
1
で
、
そ
れ
を
グ
ラ
フ
化
し
た
も
の
が
図
1
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
江
戸
・
京
・
大
坂
を
そ
れ
ぞ
れ
武
蔵
・

山
城
・
摂
津
か
ら
独
立
さ
せ
て
い
る
。
歴
史
的
に
も
こ
の
地
域
は
幕
府
直
轄
地
で
区
別
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
表
1
で
は
、
山
城
・
近
江
が
そ
れ
ぞ
れ
五
〇
〇
ヶ
寺
を
越
え
最
も
多
い
。
続
い
て
陸
奥
・
伊
勢
の
三
〇
〇
ヶ
寺
台
、
大
和
・
武
蔵
・

表 １　元禄年間浄土宗寺院数国別一覧
国名 寺院数 合計 国名 寺院数 合計

九
　
　
州

薩摩 8

544

和泉 184
大隅 5 河内 35
日向 32 山城 512
肥後 61 京 140
肥前 149 近江 517
対馬 8 紀伊 236
壱岐 1

北
陸

若狭 11

254

筑後 52 越前 77
筑前 139 加賀 20
豊後 53 能登 12
豊前 36 越中 20

中 

四 

国

土佐 57

556

越後 78
伊予 58 佐渡 36
阿波 13

東
海

伊賀 63

930

讃岐 21 志摩 8
長門 41 伊勢 351
周防 124 飛騨 4
安芸 41 美濃 36
備後 30 尾張 144
備中 19 三河 154
備前 11 駿河 104
美作 12 遠江 なし
石見 49 伊豆 66
隠岐 15

関
東

信濃 202

1439

出雲 25 甲斐 139
伯耆 19 相模 197
因幡 21 武蔵 264

近
　
　
畿

但馬 38

2467

江戸 243
播磨 50 上野 47
丹後 20 下野 46
丹波 92 安房 39
淡路 3 上総 40
摂津 234 下総 156
大坂 108 常陸 66
大和 298 東

北
出羽 125

482
陸奥 357

小計 1943 小計 4729 6672
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江
戸
・
紀
伊
・
摂
津
・
信
濃
が
二
〇
〇
ヶ
寺
台
で
続
く
。
も
う
少
し
広
く
地
区
別
で
み
る
と
、
図
1
の
よ
う
に
近
畿
・
関
東
・
東
海
の

順
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
な
経
緯
を
経
て
、
こ
の
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
検
討
す
る
際
、
行
基
開
創
の
由
緒
を
も
つ
寺
院
な
ど
、
一
一
七
五
年
の
開
宗
以
前
を
開
基
年
と
す
る
寺
院
も
存
在
す
る
が
、
開
宗
前

に
浄
土
宗
寺
院
で
は
あ
り
え
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
れ
ら
を
除
外
す
る
。
ま
た
開
創
時
期
を
、
例
え
ば
「
慶
長
年
中
」
と
い
う
よ
う

に
年
号
で
幅
を
持
た
せ
て
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
が
、
こ
れ
で
は
年
次
を
特
定
で
き
な
い
た
め
、
こ
れ
も
除
外
す
る
。
そ
の
結

果
開
創
年
次
が
明
確
な
寺
院
が
六
六
七
二
ヶ
寺
中
三
四
八
〇
ヶ
寺
あ
り
、
そ
れ
を
五
年
ご
と
に
グ
ラ
フ
化
し
た
も
の
が
図
2
で
あ
る
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
と
し
て
は
、
先
述
の
竹
田
聴
洲
の
研
究
が
あ
る
。
そ
の
結
果
は
、
六
三
一
五
ヶ
寺
中
、
開
創
・
中
興

年
代
が
記
載
さ
れ
て
い
る
寺
院
が
三
九
九
〇
ヶ
寺
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
う
ち
天
正
か
ら
寛
永
（
一
五
七
三
～
一
六
四
三
）
の
七
一
年
間

に
六
三
．
五
％
に
当
た
る
二
三
三
五
ヶ
寺
が
浄
土
宗
寺
院
と
し
て
起
立
さ
れ
た
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
研
究
で
は
年
号
別
の
分

析
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
よ
り
細
か
く
年
次
で
検
討
す
る
。

　
そ
の
結
果
本
稿
で
の
時
期
区
分
で
も
織
豊
期
以
降
、
一
六
九
六
年
ま
で
の
一
二
九
年
間
に
開
基
し
た
浄
土
宗
寺
院
は
二
六
六
六
ヶ
寺

あ
る
の
に
対
し
て
、
一
一
七
五
年
か
ら
一
五
六
七
年
ま
で
の
三
九
三
年
間
に
開
基
し
た
の
は
八
一
四
ヶ
寺
で
あ
る
。
前
者
が
年
平
均
二

一
ヶ
寺
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
は
年
平
均
二
ヶ
寺
で
、
そ
の
差
は
一
〇
倍
以
上
あ
る
。
こ
こ
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
浄
土
宗
は
近
世
に

急
激
に
膨
脹
し
た
宗
派
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
詳
し
く
一
四
五
一
年
か
ら
一
六
九
五
年
ま
で
の
二
四
五
年
間
の
、
五
年
ご
と
寺
院
開
基
数
の
推
移
が
図
3
で
あ
る
。
こ
れ
に

よ
る
と
一
四
五
一
年
以
降
緩
や
か
に
寺
院
数
が
増
加
し
て
い
る
が
、
一
五
五
〇
年
頃
か
ら
急
激
に
増
加
し
、
一
五
九
一
年
か
ら
一
六
三

〇
年
ま
で
、
一
五
〇
ヶ
寺
か
ら
二
〇
〇
ヶ
寺
と
高
水
準
で
推
移
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
こ
の
一
五
九
一
年
は
ま
さ
に
豊
臣
秀
吉
が
全
国
統
一
を
果
た
し
、
戦
国
の
争
乱
が
終
結
し
た
時
期
に
当
た
る
。
日
本
経
済
史
の
研
究
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図 １　元禄期浄土宗寺院所在地
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成
果
で
も
一
四
五
〇
年
に
約
一
〇
〇
〇
万
人
だ
っ
た
日
本
の
人
口
が
一
六
〇
〇
年
に
は

約
一
七
〇
〇
万
人
に
増
加
す
る
が
、
そ
の
背
景
の
ひ
と
つ
に
一
六
世
紀
後
半
に
飢
饉
発

生
の
頻
度
が
急
激
に
低
下
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
斎
藤
修
・
高
島
正
憲
二
〇

一
七
）。
戦
国
時
代
は
戦
乱
に
よ
る
減
少
以
上
に
人
口
が
増
加
し
、
そ
れ
に
伴
う
経
済

発
展
に
比
例
し
て
、
寺
院
数
も
増
加
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
拍
車
を
か
け
た
の

が
豊
臣
秀
吉
の
天
下
統
一
に
伴
う
戦
乱
の
終
息
で
あ
っ
た
。
近
畿
で
は
秀
吉
に
よ
る
大

坂
城
・
聚
楽
第
・
東
山
大
仏
・
伏
見
城
な
ど
の
大
規
模
公
共
工
事
は
雇
用
を
生
み
出
し
、

人
々
の
生
活
を
潤
し
、
そ
う
し
た
資
金
で
寺
院
が
建
立
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
一
六
一
五
年
に
徳
川
家
康
か
ら
発
布
さ
れ
た
浄
土
宗
諸
法
度
に
は
「
大
小
之
新
寺
、

為
私
不
可
致
建
立
事
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
為
私
」、
つ
ま
り
勝
手
に
新
寺
を
建
立

す
る
こ
と
を
禁
止
し
た
の
で
あ
っ
て
、
許
可
を
得
た
も
の
や
、
昔
あ
っ
た
寺
院
の
復
興

（
中
興
）
は
そ
こ
に
は
含
ま
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
か
、
図
3
か

ら
は
一
六
三
〇
年
ま
で
法
度
の
効
果
は
認
め
ら
れ
な
い
。
そ
の
流
れ
が
止
ま
る
の
は
一

六
三
一
年
以
降
で
あ
る
。
こ
の
年
に
は
江
戸
幕
府
初
め
て
の
本
末
改
め
が
実
施
さ
れ
た

（『
諸
宗
末
寺
帳
』）。
浄
土
宗
で
も
増
上
寺
と
檀
林
分
が
現
存
す
る
。
近
江
国
で
も
少
し

遅
れ
て
一
六
三
四
年
に
知
恩
院
か
ら
浄
厳
院
に
調
査
の
指
示
が
来
て
い
る
（
中
井
一
九

九
四
）
の
で
、
全
国
調
査
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
こ
の
調
査
は
全
宗
派
が
対
象
で
は
な
い

な
ど
不
十
分
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
幕
府
が
全
国
の
寺
院
を
宗
派
毎
に
把
握
す
る
姿
勢

図 3　 5年ごと寺院成立数
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を
示
し
た
こ
と
で
、
よ
う
や
く
寺
院
の
増
加
に
歯
止
め
が
か
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

第
二
章
　
中
世
の
浄
土
宗
寺
院

　
こ
の
よ
う
に
浄
土
宗
は
近
世
に
な
っ
て
か
ら
急
速
に
寺
院
数
を
拡
大
し
た
の
で
あ
る

が
、
そ
れ
で
は
中
世
段
階
で
の
浄
土
宗
の
実
態
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
い
つ

ご
ろ
、
ど
の
あ
た
り
で
浄
土
宗
寺
院
が
分
布
し
て
い
た
の
か
を
み
て
み
よ
う
。

　
開
基
年
次
が
明
記
し
て
あ
る
も
の
が
三
四
八
〇
ヶ
寺
あ
る
と
述
べ
た
が
、
そ
れ
に
加

え
て
例
え
ば
「
○
○
年
中
」
と
い
う
よ
う
に
、
年
号
の
幅
が
あ
る
も
の
の
開
基
年
代
が

判
明
す
る
も
の
が
あ
る
。
ま
た
開
山
の
没
年
が
明
記
し
て
あ
る
場
合
も
あ
る
。
例
え
ば

和
泉
国
堺
の
常
安
寺
の
場
合
、
開
基
年
も
年
代
も
不
明
で
あ
る
が
、
開
山
で
あ
る
融
誉

浄
円
の
没
年
が
一
六
一
三
年
と
あ
る
。
こ
の
場
合
融
誉
の
没
年
齢
は
不
詳
で
あ
る
が
、

寺
院
の
開
基
が
少
な
く
と
も
一
五
七
六
年
以
前
の
中
世
に
遡
る
こ
と
は
な
い
と
判
断
で

き
る
。
そ
の
た
め
常
安
寺
の
創
建
は
近
世
最
初
期
に
分
類
で
き
る
。

　
こ
う
し
て
不
明
分
一
五
〇
八
ヶ
寺
を
除
い
た
五
一
六
四
ヶ
寺
の
開
基
時
期
を
区
分
し

た
も
の
が
図
4
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
中
世
前
期
・
中
世
後
期
・
戦
国
期
の
三
時
期
に
開

基
さ
れ
た
寺
院
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
一
八
、
一
九
八
、
九
三
七
と
な
り
、
戦
国
期
か
ら
急

図 4　時期別開基寺院数
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増
し
、
近
世
最
初
期
に
ピ
ー
ク
を
迎
え
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
背
景

に
は
先
述
の
よ
う
に
戦
国
期
の
人
口
増
加
と
経
済
成
長
が
あ
っ
た
。

　
次
に
各
時
期
上
位
五
カ
国
の
寺
院
開
基
数
を
ま
と
め
た
も
の
が
表
2

で
あ
る
。
中
世
前
期
で
は
山
城
、
近
江
・
下
総
、
陸
奥
・
相
模
の
順
、

中
世
後
期
で
は
近
江
、
相
模
、
武
蔵
、
下
総
・
三
河
の
順
、
戦
国
期
は

近
江
、
三
河
、
陸
奥
、
山
城
、
相
模
の
順
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
山
城
に

は
京
は
含
ま
れ
な
い
。
参
考
ま
で
に
京
の
こ
の
時
期
の
寺
院
開
基
数
も

載
せ
て
い
る
が
、
京
中
に
は
戦
国
期
ま
で
浄
土
宗
寺
院
が
ほ
と
ん
ど
存

在
し
な
い
に
等
し
い
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
を
地
域
的
に
く
く
る
と
、

①
山
城
・
近
江
＝
京
都
周
縁
、
②
三
河
、
③
相
模
・
武
蔵
・
下
総
＝
関

東
、
④
陸
奥
の
四
地
域
に
な
ろ
う
。
こ
の
四
地
域
が
中
世
浄
土
宗
の
拠
点
地
域
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
以
下
個
別
に
み
て
い
こ
う
。

①
山
城
・
近
江

　
中
世
前
期
で
最
も
多
い
開
基
寺
院
数
を
擁
す
る
の
が
山
城
の
一
六
ヶ
寺
で
あ
る
。
郡
別
に
み
る
と
宇
治
郡
に
七
ヶ
寺
と
集
中
し
て
い

る
。
そ
の
う
ち
六
ヶ
寺
が
慈
心
良
空
の
開
基
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
良
空
は
良
忠
の
弟
子
で
、
宇
治
郡
木
幡
に
尊
勝
寺
（
願
行
寺
）
を

創
建
し
、
木
幡
派
の
祖
と
な
っ
た
人
物
で
あ
る
。
こ
の
時
期
京
中
で
は
四
ヶ
寺
の
み
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
元
禄
時
に
京
中

に
存
在
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
だ
け
で
、
中
世
前
期
に
平
安
京
エ
リ
ア
に
存
在
し
た
の
か
は
さ
ら
な
る
検
討
が
必
要
と
な
る
。

　
次
に
山
城
で
中
世
後
期
に
開
基
し
た
と
伝
え
る
寺
院
数
は
わ
ず
か
六
ヶ
寺
で
あ
る
。
京
中
も
一
ヶ
寺
し
か
な
く
、
寺
院
数
の
推
移
か

ら
は
山
城
・
京
都
で
の
浄
土
宗
勢
力
の
停
滞
を
指
摘
で
き
よ
う
。

表 2　国別中世開基寺院数

中世前期 中世後期 戦国期

山城 １6 6 65

京 4 1 23

近江 9 29 86

三河 １2 79

相模 8 １4 63

武蔵 7 １3 45

下総 9 １2 29

陸奥 8 10 68

合計 118 198 937
　※上位5ヶ国を太字で表示
　※合計は全国

第四部　浄土宗教団の成立と展開
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し
か
し
そ
の
状
況
は
戦
国
期
に
な
る
と
一
変
す
る
。
こ
れ
は
山
城
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
が
、
山
城
で
は
紀
伊
郡
・
久
世
郡
・
綴

喜
郡
に
多
く
の
寺
院
開
基
が
認
め
ら
れ
る
。
久
世
郡
で
は
槇
嶋
村
・
御
牧
郷
に
、
綴
喜
郡
で
は
八
幡
に
あ
る
程
度
の
集
中
が
確
認
で
き

る
。

　
戦
国
期
の
京
で
も
二
三
ヶ
寺
の
開
基
が
確
認
で
き
る
。
織
豊
期
に
な
る
と
豊
臣
秀
吉
の
京
都
改
造
に
よ
り
京
中
の
寺
院
は
寺
町
に
集

住
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
寺
町
の
寺
院
は
ほ
と
ん
ど
が
日
蓮
宗
と
浄
土
宗
で
あ
る
。
こ
れ
は
戦
国
期
の
状
況
の
反
映
で
あ
る
。

と
い
う
の
も
そ
れ
ま
で
あ
っ
た
寺
院
が
寺
町
に
集
め
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
戦
国
期
の
京
は
上
京
と
下
京
に
分
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
自
衛

の
た
め
に
堀
と
塀
で
構
成
さ
れ
る
惣
構
え
に
囲
ま
れ
て
い
た
。
京
に
は
桓
武
天
皇
の
平
安
遷
都
以
来
京
中
の
寺
院
建
立
を
禁
止
し
て
い

た
が
、
中
世
後
期
に
日
蓮
宗
寺
院
が
上
京
に
妙
顕
寺
、
下
京
に
本

国
寺
を
建
立
し
て
以
来
、
京
は
有
力
商
人
を
中
心
に
日
蓮
宗
信
者

が
増
え
て
い
っ
た
（
河
内
二
〇
一
三
）
が
、
寺
院
の
規
模
が
大
き

い
の
も
あ
り
、
惣
構
え
の
内
部
に
は
位
置
し
な
か
っ
た
。
一
方
当

時
の
浄
土
宗
寺
院
は
上
京
・
下
京
の
惣
構
え
内
に
存
在
し
、
法
談

を
通
じ
て
信
者
を
獲
得
し
市
中
に
根
を
張
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
成

果
は
町
名
に
現
れ
る
。
現
在
で
も
「
元
法
然
寺
町
」「
元
百
万
遍

町
」「
元
浄
花
院
町
」
の
名
が
残
る
。
戦
国
京
都
の
浄
土
宗
は
市

中
に
存
在
す
る
ほ
ぼ
唯
一
の
宗
派
だ
と
し
て
、「
都
市
型
寺
院
」

と
評
さ
れ
て
い
る
。（
伊
藤
毅
一
九
八
九
）。

　
一
方
、
隣
国
の
近
江
で
も
中
世
後
期
・
戦
国
期
に
は
全
国
最
多

表 3　山城郡別寺院数

中世前期 中世後期 戦国期

愛宕郡 5

葛野郡 1 4 10

乙訓郡 1

宇治郡 7 4

紀伊郡 2 2 8

久世郡 3 19

綴喜郡 2 16

相楽郡 1

西開戸村 1

三室村 1

合　計 16 6 65

中世浄土宗の実態
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の
寺
院
が
開
基
し
て
い
る
。
表
4
に
よ
る
と
、
前
期
に
湖
東
地
域

に
浄
土
宗
寺
院
が
開
基
し
て
い
く
が
、
後
期
に
は
愛
知
郡
・
甲
賀

郡
と
そ
の
南
北
に
も
広
が
り
を
見
せ
た
。
後
期
開
基
の
二
九
ヶ
寺

中
安
土
浄
厳
院
の
末
寺
が
二
六
ヶ
寺
と
、
近
江
の
浄
土
宗
寺
院
の

ほ
と
ん
ど
が
浄
厳
院
の
末
寺
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
浄

厳
院
自
体
は
一
四
〇
四
年
の
開
基
で
あ
る
か
ら
、
中
世
前
期
に
開

基
し
た
六
ヶ
寺
も
末
寺
に
組
み
込
ん
で
い
っ
た
こ
と
に
な
る
。
ま

た
浄
厳
院
は
戦
国
期
の
一
五
七
七
年
に
、
織
田
信
長
に
よ
っ
て
蒲

生
郡
安
土
城
下
に
移
転
さ
せ
ら
れ
る
ま
で
は
、
栗
太
郡
金
勝
山
中

に
存
在
し
た
。
戦
国
期
に
蒲
生
郡
・
栗
太
郡
で
、
ま
た
そ
の
中
間

地
帯
に
な
る
野
洲
郡
で
の
寺
院
開
基
が
急
増
し
て
い
る
の
に
は
そ

う
し
た
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
浄
厳
院
に
と
っ
て

安
土
移
転
は
本
末
圏
拡
大
の
契
機
と
な
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
い

え
よ
う
。

②
三
河

　
三
河
は
こ
れ
ま
で
増
上
寺
本
で
は
存
在
が
確
認
さ
れ
ず
、
ま
た

知
恩
院
本
も
抄
出
で
あ
る
た
め
に
、
詳
し
い
検
討
が
な
さ
れ
て
こ

な
か
っ
た
。
し
か
し
信
光
明
寺
に
増
上
寺
に
提
出
し
た
控
え
『
三

表 4　近江郡別寺院数

中世前期 浄厳院末 中世後期 浄厳院末 戦国期 浄厳院末

伊香郡 1

浅井郡 1

愛知郡 4 4 5 5

神崎郡 2 2 2 2 4 4

蒲生郡 2 2 7 7 25 23

野洲郡 1 1 1 1 10 8

栗太郡 3 1 2 2 19 14

甲賀郡 1 11 10 13 11

高島郡 1

滋賀郡 1 8

合　計 9 6 29 26 86 65

第四部　浄土宗教団の成立と展開

786



河
国
浄
土
宗
寺
院
由
緒
書
』
が
残
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
の
で
、
こ

こ
で
そ
の
内
容
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

　
開
基
当
初
よ
り
浄
土
宗
寺
院
で
あ
っ
た
も
の
で
最
古
は
碧
海
郡
粟
寺
村

清
安
寺
で
あ
る
。
開
山
は
岌
賢
で
、
一
三
六
一
年
の
開
基
で
あ
る
。
た
だ

岌
賢
に
つ
い
て
は
没
年
が
一
四
二
九
年
と
い
う
以
上
の
こ
と
は
わ
か
ら
な

い
。
こ
れ
が
本
当
だ
と
す
る
と
住
職
在
任
六
九
年
と
な
る
。
僧
名
に

「
岌
」
と
い
う
字
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
藤
田
派
に
属
し
た
可
能

性
が
あ
る
。
藤
田
派
が
三
河
に
根
を
張
っ
て
い
た
こ
と
は
、
藤
田
派
四
代

唱
名
の
弟
子
、
善
忠
寂
翁
が
渥
美
郡
吉
田
悟
真
寺
を
一
三
六
六
年
に
開
い

た
こ
と
よ
り
も
わ
か
る
。
そ
の
他
碧
海
郡
中
之
郷
村
大
聖
寺
開
山
月
講
照

阿
は
「
藤
田
慈
（
持
）阿
上
人
之
末
流
、
三
州
藤
田
一
派
之
古
本
寺
」
で
あ
り
、

一
四
二
九
年
の
開
基
と
い
う
。
そ
の
他
蓮
翁
実
賢
が
一
三
八
二
年
に
開
基

し
た
碧
海
郡
上
野
村
行
福
寺
、
蓮
花
忠
阿
が
一
三
九
三
年
に
開
基
し
た
碧

海
郡
上
野
村
隣
松
寺
、
残
夢
覚
阿
が
一
四
四
六
年
に
開
基
し
た
渥
美
郡
仁

連
木
村
大
蓮
寺
も
開
山
の
僧
名
な
ど
か
ら
藤
田
派
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
だ

と
す
る
と
中
世
後
期
一
二
ヶ
寺
中
、
半
数
の
六
ヶ
寺
が
藤
田
派
で
あ
っ
た
。

　
一
方
、
こ
の
時
期
の
白
旗
派
寺
院
で
特
筆
す
べ
き
は
、
信
光
明
寺
の
創

建
で
あ
る
。
開
山
は
釈
誉
存
冏
で
、
一
四
五
一
年
に
岩
津
城
主
の
松
平
三

表 5　三河郡別本寺別寺院数

中
世
後
期

戦
国
期

大
樹
寺

性
源
寺

信
光
明
寺

洞
泉
寺

松
応
寺

知
恩
寺

悟
真
寺

大
恩
寺

城
宝
寺

合
　
計

賀茂郡 2 16 12 2 1 1 16

額田郡 2 11 5 2 3 1 11

碧海郡 6 14 11 3 14

宝飯郡 25 4 21 25

幡豆郡 4 4 4

渥美郡 2 8 7 1 8

不　明 1 1 1

合　計 12 79 33 2 3 1 3 4 11 21 1 79

中世浄土宗の実態

787



代
信
光
が
父
泰
親
の
菩
提
を
弔
う
た
め
建
立
し
た
。
境
内
の
観
音
堂
は
現
存
す
る
浄
土
宗
寺
院
建
造
物
と
し
て
は
最
古
の
も
の
で
、
一

四
七
八
年
の
造
立
で
あ
る
こ
と
が
棟
札
か
ら
知
ら
れ
る
。
信
光
明
寺
は
松
平
家
の
浄
土
宗
帰
依
の
始
ま
り
で
あ
り
、
知
恩
院
が
現
在
の

姿
と
な
っ
た
の
も
、
三
河
松
平
家
と
の
師
檀
関
係
に
端
を
発
す
る
（
伊
藤
真
昭
二
〇
一
八
）。

　
戦
国
期
に
な
る
と
、
三
河
で
は
八
六
ヶ
寺
の
近
江
に
次
い
で
二
番
目
に
多
い
七
九
ヶ
寺
が
創
建
さ
れ
て
い
る
。
三
河
浄
土
宗
の
中
心

寺
院
で
あ
る
大
樹
寺
が
一
四
六
七
年
に
、
ま
た
同
じ
頃
に
大
運
寺
（
後
に
大
恩
寺
）
が
創
建
さ
れ
て
い
る
。
と
も
に
白
旗
派
了
暁
の
弟

子
で
あ
る
愚
底
と
訓
公
が
開
山
と
な
っ
て
い
る
。
両
寺
と
も
松
平
宗
家
四
代
目
親
忠
が
そ
の
創
建
に
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
影

響
で
一
四
九
七
年
に
は
藤
田
派
の
悟
真
寺
も
白
旗
派
知
恩
院
の
末
寺
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
表
5
に
よ
れ
ば
、
元
禄
期

の
末
寺
数
で
は
あ
る
が
、
大
樹
寺
が
賀
茂
郡
・
碧
海
郡
に
、
大
恩
寺
が
宝
飯
郡
に
、
悟
真
寺
が
渥
美
郡
・
宝
飯
郡
に
多
く
の
末
寺
を
擁

す
る
。

　
こ
の
よ
う
に
三
河
浄
土
宗
寺
院
の
特
徴
は
、
松
平
家
関
係
の
寺
院
が
多
い
こ
と
で
あ
る
。
中
世
後
期
で
は
賀
茂
郡
松
平
郷
高
月
院
が

松
平
家
初
代
親
氏
の
墓
所
と
な
り
、
額
田
郡
細
川
村
松
明
院
を
大
給
松
平
家
祖
乗
元
が
建
立
し
て
い
る
。
戦
国
期
に
は
大
樹
寺
の
他
、

同
じ
く
松
平
親
忠
創
建
と
伝
わ
る
の
が
額
田
郡
細
川
村
蓮
性
寺
、
碧
海
郡
桑
子
村
真
如
寺
、
賀
茂
郡
岩
倉
村
春
光
院
、
碧
海
郡
安
城
村

了
雲
院
で
あ
る
。
さ
ら
に
親
忠
三
男
長
親
創
建
と
伝
わ
る
の
が
額
田
郡
上
大
門
村
大
円
寺
で
、
他
に
も
深
溝
城
主
松
平
忠
定
の
妻
で
、

松
平
親
長
娘
が
創
建
し
た
額
田
郡
深
溝
村
三
光
院
な
ど
が
あ
る
。
徳
川
家
康
の
祖
父
清
康
の
代
に
は
、
そ
の
弟
松
平
康
孝
建
立
の
碧
海

郡
吉
良
庄
浅
井
村
源
空
院
、
家
康
の
父
広
忠
創
建
の
碧
海
郡
大
浜
村
常
行
院
、
家
康
が
「
御
伯
母
」
の
た
め
に
建
て
た
額
田
郡
岡
崎
随

念
寺
な
ど
が
あ
り
、
こ
れ
ら
は
全
て
大
樹
寺
の
末
寺
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
三
河
で
は
山
城
・
近
江
、
相
模
に
遅
れ
て
浄
土
宗
が
入
っ
て
き
た
が
、
松
平
家
の
帰
依
に
よ
り
、
戦
国
期
に
か
け
て
全

国
で
も
一
、
二
を
争
う
浄
土
宗
寺
院
拡
大
地
域
と
な
っ
た
。
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な
お
戦
国
期
に
は
大
樹
寺
か
ら
開
山
勢
誉
愚
底
が
知
恩
院
二
二
世
に
入
山
し
て
以
来
、
二
三
世
肇
誉
訓
公
、
二
四
世
超
誉
存
牛
が
三

代
続
い
て
三
河
浄
土
宗
か
ら
知
恩
院
住
職
を
輩
出
し
て
い
る
。
特
に
超
誉
存
牛
は
松
平
家
出
身
で
、
徳
川
幕
府
に
な
っ
て
か
ら
の
知
恩

院
大
規
模
拡
張
の
下
地
と
な
っ
た
。

③
相
模
・
武
蔵
・
下
総

　
表
6
で
は
、
相
模
国
で
中
世
前
期
の
創
建
を
伝
え
る
の
は
八
ヶ
寺
あ
る
が
、
浄
土
宗
僧
侶
が
開
山
だ
と
伝
え
る
の
は
四
ヶ
寺
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
足
柄
下
郡
矢
作
村
春
光
院
の
開
山
は
弁
長
だ
と
さ
れ
る
が
、
弁
長
が
相
模
を
訪
れ
た
史
実
は
な
い
の
で
、
伝
説
の
域
を
脱
し

な
い
。
残
る
三
ヶ
寺
で
は
、
創
建
年
代
順
に
、
一
二
三
五
年
か
ら
三
八
年
に
願
行
円
満
が
開
い
た
と
伝
え
る
鎌
倉
郡
名
越
郷
安
養
院
、

一
二
七
五
年
に
四
祖
寂
恵
良
暁
開
山
の
三
浦
郡
芦
名
村
浄
楽
寺
、
一
三
二
三
年
に
覚
蓮
社
円
阿
安
立
開
山
の
足
柄
下
郡
小
田
原
山
角
町

潮
音
寺
で
あ
る
。

　
中
世
後
期
に
な
る
と
足
柄
下
郡
で
の
寺
院
創
建
が
顕
著
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
良
暁
の
弟
子
で
あ
る
仏
蓮
社
良
誉
定
慧
が
一
三
五
六
年

か
ら
六
一
年
に
開
い
た
桑
原
道
場
浄
蓮
寺
の
存
在
が
大
き
い
で
あ
ろ
う
。
定
慧
は
誉
号
の
祖
と
言
わ
れ
る
が
、
浄
蓮
寺
以
外
の
足
柄
下

郡
の
一
〇
ヶ
寺
の
開
山
に
は
全
て
蓮
社
号
と
誉
号
が
付
い
て
い
る
。

　
戦
国
期
で
は
、
三
浦
郡
・
鎌
倉
郡
で
の
寺
院
建
立
が
顕
著
と
な
る
。
特
に
三
浦
郡
の
三
〇
ヶ
寺
は
開
創
時
点
か
ら
そ
う
で
あ
る
か
は

研
究
の
余
地
が
あ
る
が
、
元
禄
時
点
で
は
全
て
鎌
倉
光
明
寺
末
で
あ
る
。
三
浦
郡
は
開
宗
以
前
か
ら
元
禄
期
ま
で
全
時
代
を
含
め
て
も

一
ヶ
寺
以
外
全
て
光
明
寺
末
で
あ
り
、
そ
の
浸
透
度
合
い
が
注
目
さ
れ
る
。
光
明
寺
膝
下
の
鎌
倉
郡
一
二
ヶ
寺
の
う
ち
光
明
寺
末
は
六

ヶ
寺
で
、
残
り
は
知
恩
院
末
系
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
こ
れ
も
あ
く
ま
で
元
禄
時
点
で
の
状
況
で
あ
る
。

　
次
に
下
総
は
、
中
世
前
期
に
九
ヶ
寺
の
開
創
を
伝
え
る
。
そ
の
う
ち
二
ヶ
寺
が
良
忠
開
基
と
伝
え
る
。
ま
た
二
ヶ
寺
が
藤
田
派
二
代

持
阿
、
一
ヶ
寺
が
同
派
初
代
性
心
の
開
基
と
伝
え
る
。
中
世
後
期
に
な
る
と
主
要
寺
院
の
創
建
が
み
ら
れ
る
。
一
四
一
四
年
に
飯
沼
弘
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表 6　下総・武蔵・相模郡別寺院数

国名 郡名 中世前期 中世後期 戦国期 合　計

下
　
　
総

匝瑳郡 1 3 4
香取郡 5 3 8
相馬郡 3 2 5
猿島郡 1 1 2 4
豊田郡 1 1 2
葛飾郡 1 7 19 27
合計 9 12 29 50

武
　
　
蔵

榛沢郡 1 1
比企郡 1 1
埼玉郡 1 6 7 14
足立郡 2 4 13 19
入間郡 2 2
多摩郡 4 4
葛飾郡 2 2
豊島郡 2 3 5
荏原郡 1 6 7
都筑郡 1 5 6
橘樹郡 1 1 2
久良岐郡 1 1 2
合計 7 13 45 65

相
　
　
模

三浦郡 2 2 30 34
鎌倉郡 3 1 12 16
高座郡 4 4
愛甲郡 3 3
大住郡 7 7
足柄下郡 3 11 7 21
合計 8 14 63 85
3ヶ国合計 24 39 137 200
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経
寺
が
良
肇
に
よ
っ
て
、
一
五
一
七
年
に
は
愚
底
に
よ
っ
て
東
漸
寺
が
開
か
れ
て
い
る
。
ま
た
後
に
大
沢
円
通
寺
の
開
山
と
な
る
理
本

が
一
三
九
四
年
に
葛
飾
郡
坂
戸
村
西
福
寺
を
開
い
て
い
る
。
戦
国
期
に
な
る
と
葛
飾
郡
で
の
寺
院
創
建
が
活
発
化
す
る
。
こ
れ
ら
は
元

禄
期
の
本
末
関
係
で
は
、
飯
沼
弘
経
寺
三
ヶ
寺
、
東
漸
寺
二
ヶ
寺
、
残
り
一
四
ヶ
寺
は
増
上
寺
系
の
末
寺
で
あ
る
が
、
戦
国
期
に
増
上

寺
の
影
響
力
が
拡
大
し
て
き
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
よ
う
。

　
武
蔵
は
、
中
世
前
期
に
鎌
倉
に
近
い
都
筑
郡
な
ど
南
部
地
域
と
、
足
立
郡
・
埼
玉
郡
の
内
陸
北
部
の
二
拠
点
が
あ
っ
た
が
、
中
世
後

期
に
な
る
と
、
後
者
二
郡
に
創
建
が
集
中
す
る
。
戦
国
期
に
も
そ
の
傾
向
は
継
続
す
る
が
、
そ
れ
以
外
の
郡
に
も
広
が
っ
て
い
く
様
子

も
み
て
と
れ
る
。

④
陸
奥

　
陸
奥
は
最
も
範
囲
が
広
い
の
で
、
そ
れ
だ
け
寺
院
数
も
多
く
な
る
が
、
そ
の
中
で
も
中
世
前
期
創
建
寺
院
で
中
心
と
な
る
の
は
、
法

然
の
弟
子
、
隆
寛
ゆ
か
り
の
会
津
会
津
耶
麻
郡
三
宮
願
成
寺
と
、
磐
前
郡
山
崎
村
如
来
寺
・
楢
葉
郡
折
木
村
成
徳
寺
で
あ
る
。
後
者
は

名
越
派
三
世
妙
観
と
四
世
聖
観
が
そ
れ
ぞ
れ
創
建
し
た
名
越
派
の
中
心
寺
院
で
あ
る
。
ま
た
一
三
〇
二
年
良
徳
聖
弁
創
建
と
伝
え
る
遠

田
郡
涌
谷
県
馬
場
谷
地
村
光
明
院
も
僧
名
か
ら
名
越
派
の
僧
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
奥
州
と
い
っ
て
も
南
部
の
会
津
と
、
い
わ
ゆ

る
浜
通
り
が
中
心
地
帯
と
な
り
、
特
に
後
者
に
は
名
越
派
が
根
付
い
て
い
っ
た
。
中
世
後
期
以
降
も
そ
の
傾
向
は
続
き
、
中
世
後
期
に

は
一
〇
ヶ
寺
中
会
津
に
三
ヶ
寺
、
浜
通
り
に
七
ヶ
寺
分
布
し
、
戦
国
期
に
は
六
八
ヶ
寺
中
会
津
に
二
〇
ヶ
寺
、
浜
通
り
に
二
八
ヶ
寺
と
、

全
体
の
七
割
が
こ
の
両
地
域
に
集
中
し
て
い
る
。
戦
国
期
に
な
る
と
名
越
派
は
本
州
最
北
端
の
津
軽
郡
に
ま
で
進
出
し
て
い
る
。
名
越

派
は
、
元
禄
期
の
本
末
関
係
に
は
な
る
が
、
中
世
前
期
に
八
ヶ
寺
中
四
ヶ
寺
、
中
世
後
期
に
一
〇
ヶ
寺
中
七
ヶ
寺
、
戦
国
期
に
六
八
ヶ

寺
中
四
九
ヶ
寺
を
占
め
て
い
る
。
陸
奥
は
ま
さ
に
名
越
派
の
独
占
地
域
で
あ
っ
た
。
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第
三
章
　
寺
院
急
増
の
悪
影
響

　
戦
国
期
以
降
、
寺
院
が
急
増
す
る
こ
と
は
、
浄
土
宗
の
勢
力
が
拡
大
し
た
と
す
る
正
の
評
価
を
下
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
こ
こ

で
は
そ
れ
が
も
た
ら
し
た
負
の
側
面
に
つ
い
て
も
検
討
し
よ
う
。
現
在
で
も
人
気
商
品
を
販
売
す
る
会
社
が
店
舗
数
を
急
拡
大
し
た
場

表 7　陸奥郡別寺院数

中世前期 中世後期 戦国期 名越派

津軽郡 4 4

三戸郡 1 2

糠部郡 1

稗貫郡 3 3

紫波郡 1 1

胆沢郡 1

栗原郡 1 1

遠田郡 1

志太郡 1 1

黒川郡 1 1

亘理郡 1 1

伊具郡 1 1

行方郡 1 1 1

楢葉郡 1 3 2 2

磐前郡 1 3 22 22

菊田郡 3 3

白川郡 1 1

伊達郡 3 3

会津 3 3 20 4

合　計 8 10 68 49
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合
、
店
長
と
な
る
人
材
教
育
が
追
い
つ
か
ず
に
、
か
え
っ
て
質
の
低
下
を
招
く
こ
と
が
あ
る
。
同
様
に
寺
院
が
短
期
間
に
急
増
し
た
こ

と
で
、
浄
土
宗
に
も
同
じ
こ
と
が
起
こ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
そ
も
そ
も
寺
院
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
こ
に
常
駐
す
る
住
職
が

必
要
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
堂
舎
は
短
期
間
で
で
き
て
も
、
人
材
は
す
ぐ
に
は
育
成
で
き
な
い
。
そ
の
こ
と
を
確
認
し
て
み
よ

う
。
戦
国
期
以
降
成
立
の
寺
院
四
八
四
八
ヶ
寺
で
誉
号
、
ま
た
は
蓮
社
号
が
僧
名
に
付
い
て
い
な
い
非
正
規
僧
が
開
山
の
事
例
が
、
各

時
期
二
〇
％
前
後
、
五
人
に
一
人
の
割
合
あ
る
。
不
明
分
の
成
立
時
期
の
八
割
を
戦
国
期
以
降
と
仮
定
す
る
と
、
そ
の
割
合
は
三
一
％

と
な
り
、
全
体
で
は
お
よ
そ
三
人
に
一
人
の
割
合
に
な
る
。
つ
ま
り
戦
国
期
以
降
三
人
に
一
人
は
伝
法
を
受
け
て
い
な
い
、
十
分
な
修

学
を
積
ん
で
い
な
い
非
正
規
僧
が
浄
土
宗
寺
院
の
開
山
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
表
8
に
よ
る
と
、
そ
の
よ
う
な
僧
の
占
め
る
割
合

は
、
一
〇
〇
ヶ
寺
以
上
の
国
に
限
定
す
る
と
、
紀
伊
八
六
％
、
近
江
六
〇
％
、
伊
勢
と
和
泉
五
五
％
、
山
城
四
八
％
、
大
和
四
六
％
、

摂
津
四
四
％
と
、
近
畿
地
区
の
諸
国
が
上
位
を
占
め
る
。
多
く
の
寺
院
が
創
建
さ
れ
て
い
る
近
畿
地
地
区
で
は
、
そ
れ
だ
け
の
住
職
が

表 8　非正規僧割合

国名 寺院数 非正規僧 割合

紀伊 236 202 86%

近江 517 312 60%

伊勢 351 193 55%

和泉 184 101 55%

山城 512 246 48%

大和 298 136 46%

摂津 234 102 44%

周防 124 41 33%

肥前 149 40 27%

筑前 139 28 20%

大坂 108 19 18%

下総 156 26 17%

信濃 202 26 13%

相模 197 25 13%

尾張 144 18 13%

駿河 104 12 12%

甲斐 139 16 12%

陸奥 357 40 11%

出羽 125 13 10%

三河 154 15 10%

武蔵 264 24 9%

京 140 10 7%

江戸 243 4 2%
　※100ヶ寺以上の国のみ
※�藤田派の「岌」や名越派の「良」が
付く僧は正規僧とした
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必
要
と
さ
れ
た
が
、
供
給
が
追
い
つ
い
て
お
ら
ず
、
非
正
規
僧
で
も
開
山
と
し
て
迎
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
逆
に
下
位
に

は
関
東
・
東
北
地
区
の
諸
国
が
並
ぶ
。
こ
れ
は
関
東
・
東
北
に
名
越
派
も
含
め
て
檀
林
が
所
在
し
て
い
る
こ
と
と
関
係
し
て
い
る
だ
ろ

う
。

　
こ
こ
で
は
寺
院
の
開
基
、
あ
る
い
は
中
興
と
し
て
名
前
を
残
し
て
い
る
非
正
規
僧
の
み
を
取
り
上
げ
て
い
る
が
、
開
山
で
な
く
と
も

活
動
す
る
非
正
規
僧
は
こ
の
数
倍
い
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
そ
う
し
た
僧
侶
が
浄
土
宗
を
名
乗
る
こ
と
に
違
和
感
を
持

つ
宗
内
上
層
部
が
い
た
と
し
て
も
不
思
議
は
な
い
。

　
一
六
一
五
年
の
「
浄
土
宗
諸
法
度
」
は
そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
幕
府
か
ら
発
布
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
浄
土
宗
の
み
で

は
な
く
各
宗
派
毎
に
出
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
宗
側
の
要
望
が
反
映
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
既
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る

（
宇
高
二
〇
一
六
）。
そ
の
中
で
先
述
の
第
一
五
条
、
私
寺
建
立
禁
止
条
目
は
、
正
式
な
僧
侶
で
な
い
も
の
が
開
山
と
な
る
こ
と
を
拡
大

す
る
寺
院
建
立
を
抑
制
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
が
、
そ
の
流
れ
は
す
ぐ
に
止
ま
ら
な
か
っ
た
の
は
述
べ
た
と
お
り
で

あ
る
。
さ
ら
に
寺
院
を
建
立
せ
ず
に
地
下
に
潜
っ
て
活
動
す
る
僧
侶
も
い
た
よ
う
で
、
第
一
六
条
で
は
寺
院
で
な
く
在
家
を
借
り
て
の

布
教
活
動
を
禁
止
し
て
い
る
。
こ
れ
も
寺
院
に
所
属
し
な
い
で
活
動
す
る
似
非
僧
侶
を
排
除
す
る
こ
と
が
目
的
で
、
実
際
に
そ
う
し
た

僧
侶
の
活
動
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
第
八
条
で
は
教
義
を
深
く
理
解
し
て
い
な
い
勉
強
不
足
の
者
が
名
誉
や
利
益
の
た

め
に
法
を
説
い
て
は
な
ら
な
い
と
し
て
、
宗
内
僧
侶
に
一
定
の
修
学
を
義
務
づ
け
た
。
そ
れ
が
で
き
な
い
「
無
智
道
心
者
」
が
十
念
を

授
け
た
り
、
血
脈
を
道
俗
に
授
け
た
り
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
が
、
第
二
六
条
か
ら
う
か
が
え
る
。
そ
の
場
所
も
在
家
の
借
家
で
あ

っ
た
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
教
義
の
理
解
不
足
以
外
に
も
、
あ
え
て
教
義
を
曲
解
し
た
り
、
邪
教
を
広
め
よ
う
と
す
る
「
悪
徒
」
の
浄
土

宗
僧
侶
も
い
た
よ
う
で
、
こ
れ
に
対
し
て
は
第
二
七
条
で
「
魔
民
の
所
行
」
と
し
て
、
速
や
か
な
追
放
が
謳
わ
れ
て
い
る
。
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第
四
章
　「
諸
宗
」
と
の
関
係

　「
諸
宗
」
つ
ま
り
、
他
宗
と
の
関
係
の
具
体
的
な
諸
相
を
中
世
浄
土
宗
の
拠
点
地
域
の
ひ
と
つ
で
あ
る
三
河
地
域
を
素
材
に
み
て
み

よ
う
。
大
樹
寺
開
山
勢
誉
愚
底
は
一
五
〇
一
年
「
勤
行
惣
目
録
」
と
い
う
掟
書
を
制
定
し
た
（『
大
樹
寺
文
書
』）。
こ
れ
は
大
樹
寺
で
の

年
間
法
要
と
そ
の
内
容
を
、
一
日
、
一
か
月
、
一
年
に
分
け
て
書
き
上
げ
た
も
の
で
あ
る
。
一
日
は
初
夜
・
中
夜
・
後
夜
を
客
殿
で
、

晨
朝
・
日
中
・
日
没
は
「
仏
殿
」
で
行
わ
れ
た
。
そ
の
際
に
は
開
基
で
あ
る
松
平
親
忠
は
じ
め
一
族
の
回
向
が
あ
っ
た
。
ま
た
晨
朝
や

日
中
に
は
鎮
守
で
の
勤
行
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
毎
月
二
八
日
に
は
「
沙
弥
・
喝
食
」
ら
全
て
の
僧
侶
が
参
加
す
る
勤
行
が
あ
り
、
そ
こ

で
は
荒
神
・
熊
野
・
天
神
な
ど
の
諸
神
の
法
楽
の
た
め
、
回
向
・
十
念
が
あ
っ
た
。
さ
ら
に
年
間
行
事
と
し
て
は
、
一
月
二
五
日
の
法

然
の
忌
日
に
は
そ
の
前
七
日
間
は
法
談
と
逮
夜
不
断
念
仏
が
あ
っ
た
。
二
月
一
五
日
に
は
涅
槃
会
、
四
月
八
日
に
は
降
誕
会
が
あ
り
、

四
月
一
六
日
か
ら
七
月
一
五
日
の
夏
安
居
に
は
始
ま
り
と
終
わ
り
に
特
別
な
回
向
が
勤
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
引
き
続
き
七
月
に
は
盂
蘭

盆
施
餓
鬼
が
あ
り
、
門
中
の
老
若
が
参
集
し
て
勤
め
ら
れ
た
。
浄
土
宗
寺
院
と
し
て
、
京
都
で
は
一
四
二
九
年
に
浄
華
院
で
の
盂
蘭
盆

施
餓
鬼
が
確
認
で
き
る
（『
建
内
記
』
永
享
元
年
七
月
一
五
日
条
）
が
、
地
方
に
お
け
る
中
世
の
盂
蘭
盆
施
餓
鬼
が
確
認
で
き
る
事
例
と

し
て
貴
重
で
あ
る
。

　
ま
た
愚
底
に
は
年
不
詳
「
大
樹
寺
式
定
（
開
山
自
筆
式
定
）」
も
あ
る
。
そ
こ
で
は
大
樹
寺
の
寺
内
組
織
の
一
端
が
垣
間
見
え
る
。
六

条
目
で
は
月
行
事
、
八
条
目
で
は
寮
主
が
存
在
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
月
行
事
が
い
る
こ
と
は
月
単
位
で
交
代
す
る
ほ
ど
多
く
の
僧

侶
が
い
た
と
い
う
こ
と
、
ま
た
寮
主
が
い
る
こ
と
は
寺
内
に
修
行
僧
が
常
住
し
、
学
問
を
行
う
日
常
的
な
組
織
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
つ
ま
り
大
樹
寺
も
檀
林
と
し
て
の
機
能
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
僧
侶
の
日
常
生
活
の
一
齣
と
し
て
、
茶
を
嗜
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ん
で
い
た
こ
と
が
「
大
樹
寺
僧
衆
定
書
」
か
ら
う
か
が
え
る
。
そ
こ
に
は
鑵
子
・
茶
磨
・
茶
盆
・
茶
筅
・
茶
酌
（
杓
）
の
名
が
記
載
さ

れ
、
万
一
こ
れ
ら
を
紛
失
・
破
損
し
た
場
合
は
自
前
の
茶
道
具
で
弁
済
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
禅
宗
寺
院
の
よ
う
に
僧
侶
間
で
の
喫
茶

が
浸
透
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
よ
う
。

　
ま
た
現
存
す
る
浄
土
宗
寺
院
と
し
て
建
立
さ
れ
た
最
古
の
建
造
物
で
あ
る
信
光
明
寺
観
音
堂
に
は
、
釈
迦
を
祀
る
た
め
に
建
立
し
た

旨
の
棟
札
が
あ
る
が
、
当
寺
の
縁
起
に
は
釈
迦
を
祀
る
建
物
は
法
堂
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
縁
起
に
は
外
に
も
方
丈
・
大
庫
裏
・

小
庫
裏
・
鐘
楼
・
浴
室
・
中
門
・
惣
門
・
開
山
堂
な
ど
の
建
物
が
あ
っ
た
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
縁
起
自
体
は
後
世
の
も
の
だ
が
、

こ
れ
ら
の
建
物
は
禅
宗
寺
院
に
お
け
る
も
の
と
同
じ
で
あ
る
。
先
述
の
「
勤
行
惣
目
録
」
で
の
勤
行
の
場
所
は
、「
仏
殿
」
で
あ
り
、

「
本
堂
」
と
い
う
呼
称
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
「
沙
弥
・
喝
食
」
も
本
来
は
禅
宗
寺
院
で
の
呼
称
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
大
樹
寺
に
は
開
山
愚
底
の
肖
像
画
と
木
像
が
現
存
す
る
が
、
手
に
は
払
子
を
持
ち
、
曲
彔
に
座
っ
て
お
り
、
禅
僧
の
姿
と
見

分
け
が
付
か
な
い
。
参
考
に
な
る
の
が
、
一
四
八
九
年
の
『
蔭
凉
軒
日
録
』
の
記
事
で
あ
る
（『
同
』
延
徳
元
年
二
月
二
五
日
条
）。
こ
の

日
将
軍
足
利
義
政
は
、
か
ね
て
よ
り
作
製
を
命
じ
て
い
た
九
条
袈
裟
を
相
国
寺
住
持
と
知
恩
院
珠
琳
に
与
え
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
禅

宗
僧
侶
と
浄
土
宗
僧
侶
が
同
じ
九
条
袈
裟
を
着
用
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
禅
宗
と
の
共
通
点
は
外
形
面
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
僧
侶
の
階
梯
を
示
す
用
語
に
も
共
通
点
が
あ
る
。「
東
堂
」「
西
堂
」
は
、『
禅

学
大
辞
典
』
に
よ
る
と
、
西
堂
は
他
山
の
前
住
で
、
東
堂
は
そ
の
寺
の
前
住
を
示
す
。
一
方
浄
土
宗
で
は
主
に
浄
華
院
関
係
の
史
料
で

確
認
で
き
る
。
一
四
四
一
年
一
〇
月
、
万
里
小
路
時
房
は
、「
浄
華
院
に
向
か
う
、
松
林
庵
に
お
い
て
、
東
堂
・
当
住
・
無
量
寿
院
等
、

こ
れ
に
参
会
す
」
と
浄
華
院
で
住
職
と
は
別
人
の
「
東
堂
」
と
出
会
っ
て
い
る
。
住
職
よ
り
も
先
に
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
よ
り
上
位

の
人
物
、
つ
ま
り
前
住
と
な
る
。
ま
た
一
五
四
一
年
、
浄
華
院
の
末
寺
で
あ
っ
た
金
戒
光
明
寺
の
「
金
戒
光
明
寺
制
法
」
で
も
そ
れ
を

制
定
し
た
の
は
「
東
堂
僧
信
」
と
「
当
住
僧
玉
」
で
あ
っ
た
。
浄
土
宗
で
も
禅
宗
同
様
「
東
堂
」
と
い
う
呼
称
は
前
住
を
指
し
て
い
た
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こ
と
が
わ
か
る
。
西
堂
に
つ
い
て
も
一
五
七
五
年
六
月
、
万
里
小
路
惟
房
三
回
忌
に
あ
た
り
、
浄
華
院
の
松
林
院
は
天
皇
か
ら
西
堂
位

に
任
命
さ
れ
て
い
た
。
戦
国
期
の
西
堂
位
は
、
制
限
の
あ
る
地
位
で
は
な
く
、
天
皇
と
も
対
面
で
き
る
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
。
こ
う

し
た
京
都
で
の
禅
宗
と
浄
土
宗
の
親
近
性
が
三
河
地
方
に
も
波
及
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
（
伊
藤
二
〇
一
五
）。

　
こ
の
よ
う
に
三
河
浄
土
宗
の
内
実
を
手
が
か
り
に
、
中
世
浄
土
宗
と
禅
宗
と
の
親
近
性
が
指
摘
で
き
る
。
そ
れ
で
は
こ
う
し
た
他
宗

と
の
交
流
を
外
か
ら
ど
の
よ
う
に
み
ら
れ
て
い
た
の
か
を
、
天
台
真
盛
宗
宗
祖
真
盛
の
手
紙
か
ら
を
み
て
み
よ
う
。
真
盛
は
一
四
九
三

年
一
一
月
三
日
付
け
河
毛
盛
空
入
道
宛
の
手
紙
（『
真
盛
上
人
往
生
伝
記
』）
の
中
で
、「
浄
土
の
宗
義
、
あ
る
い
は
西
山
と
号
し
安
心
を

本
と
し
、
称
名
の
行
、
疎
か
な
り
。
信
の
、
行
を
妨
ぐ
。
あ
る
い
は
鎮
西
と
号
し
、
称
名
形
の
ご
と
く
し
て
、
行
の
、
信
を
妨
ぐ
。
信

行
相
応
せ
ず
ば
、
往
生
極
楽
な
か
な
か
望
み
な
き
か
。
そ
の
上
威
儀
を
調
え
、
声
明
を
た
し
な
み
、
鐃
・
鈸
を
突
き
、
厳
儀
を
成
し
、

諸
宗
に
准
ぜ
ん
と
の
み
振
る
舞
わ
ば
、
宗
儀
を
知
ら
ず
。
易
行
道
よ
り
難
行
道
に
趣
く
て
い
た
ら
く
な
り
」（
原
文
漢
文
）
と
記
し
て

い
る
。
真
盛
は
、
浄
土
宗
の
中
で
鎮
西
義
は
、
形
だ
け
の
称
名
念
仏
で
中
身
の
信
が
な
く
、
往
生
極
楽
は
難
し
い
、
ま
た
立
ち
居
振
る

舞
い
を
正
し
て
、
声
明
に
親
し
み
、
鐃
鈸
を
鳴
ら
し
、
厳
か
な
儀
式
を
し
て
、「
諸
宗
」
と
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
し
て
い
る
、
こ
れ
は

法
然
が
説
い
た
浄
土
の
教
え
を
正
し
く
理
解
せ
ず
、
ま
る
で
難
行
道
の
宗
派
の
よ
う
だ
と
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
当
時
の
浄
土
宗

が
、
称
名
念
仏
を
疎
か
に
し
、
声
明
、
鐃
・
鈸
の
伴
う
厳
か
な
儀
式
に
重
き
を
置
い
て
い
る
と
真
盛
の
目
に
映
っ
て
い
た
。

　
そ
れ
に
関
連
し
て
次
の
事
例
も
参
考
に
な
ろ
う
。
こ
れ
よ
り
先
、
一
四
五
一
年
か
ら
五
九
年
ま
で
知
恩
院
住
職
で
あ
っ
た
大
誉
慶
竺

が
知
恩
院
安
置
の
法
然
像
に
香
衣
を
着
さ
せ
た
こ
と
が
あ
っ
た
（
伊
藤
唯
眞
一
九
九
七
）。
香
衣
と
は
宮
中
に
参
内
の
際
に
着
用
す
る
壊

色
の
衣
の
こ
と
で
、
こ
れ
を
着
用
す
る
た
め
に
は
勅
許
が
必
要
で
あ
っ
た
。
慶
竺
自
身
、
知
恩
寺
住
職
で
あ
っ
た
一
四
四
三
年
に
勅
許

を
得
て
い
る
。
つ
ま
り
香
衣
は
参
内
用
の
フ
ォ
ー
マ
ル
な
「
威
儀
を
調
え
」
た
衣
で
あ
っ
た
。
そ
の
色
衣
を
法
然
像
に
着
せ
た
と
い
う

の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
伝
え
る
の
は
本
願
寺
蓮
如
の
側
近
空
善
が
蓮
如
の
言
葉
を
記
し
た
「
第
八
祖
御
物
語
空
善
聞
書
」
で
あ
る
が
、
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蓮
如
の
夢
に
法
然
が
出
て
き
て
、「
ワ
カ
衣
ス（
墨
染
）

ミ
ソ
メ
ニ
ナ
シ
テ
候
ヘ
、
イ
マ
コ
ソ
一
心
専
念
ノ
文
ニ
ハ
ア
ヒ
カ
ナ
ヒ
候
へ
」
と
述
べ

た
と
い
う
。
つ
ま
り
法
然
の
衣
を
墨
染
め
に
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
立
教
開
宗
の
文
の
趣
旨
に
適
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
蓮
如
の

考
え
は
、
先
の
真
盛
の
考
え
と
も
通
底
す
る
。
法
然
像
が
宮
中
に
参
内
用
の
香
衣
を
着
用
す
る
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
「
威
儀
を
調
え
」

る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
当
時
の
浄
土
宗
の
姿
は
、
法
然
の
考
え
と
は
違
う
と
い
う
こ
と
が
両
者
の
根
底
に
あ
っ
た
の
だ
。
後
の
こ

と
に
な
る
が
、
一
六
九
六
年
に
知
恩
院
が
大
師
号
宣
下
を
朝
廷
に
申
請
し
た
際
、
関
白
近
衛
基
煕
は
「
法
然
大
師
号
の
事
、
今
何
事
か
。

法
然
を
し
て
こ
の
こ
と
を
聞
か
し
む
れ
ば
、
如
何
、
如
何
」（
原
文
漢
文
）
と
述
べ
て
い
る
（
伊
藤
真
昭
二
〇
一
四
）。「
法
然
の
大
師
号

は
な
ぜ
今
な
の
か
、
法
然
が
こ
の
こ
と
を
聞
い
た
ら
ど
う
思
う
か
」
と
い
う
こ
と
だ
が
、
ま
さ
に
真
盛
も
蓮
如
も
こ
う
し
た
思
い
で
あ

っ
た
。

　
慶
竺
よ
り
も
先
に
一
条
派
浄
華
院
の
等
熈
が
一
四
二
九
年
六
月
九
日
に
香
衣
の
勅
許
を
得
て
い
る
が
、
そ
の
際
、「
鎮
西
一
流
之
正

脈
」
た
る
浄
華
院
の
衆
僧
は
歓
喜
し
て
い
る
（『
建
内
記
』）。
浄
華
院
の
僧
侶
達
に
は
香
衣
の
勅
許
が
名
誉
な
こ
と
だ
と
の
認
識
が
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
等
熈
に
は
没
後
の
一
四
六
二
年
に
浄
土
宗
最
初
の
国
師
号
が
追
贈
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
地
方
に
お
い
て

も
一
四
五
二
年
に
常
陸
国
常
福
寺
が
朝
廷
の
祈
願
所
と
な
っ
て
い
る
（「
常
福
寺
文
書
」）。
幕
府
と
の
関
係
も
同
様
で
、
一
五
一
六
年
、

幕
府
は
浄
華
院
に
「
祈
祷
」
を
命
じ
、
そ
れ
以
後
延
暦
寺
僧
と
と
も
に
、
将
軍
の
「
御
加
持
衆
」
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
（
伊
藤
真
昭
二

〇
〇
六
）。
こ
の
よ
う
に
朝
廷
や
幕
府
と
の
距
離
を
縮
め
て
い
っ
た
一
五
世
紀
中
葉
は
、
遁
世
僧
集
団
で
あ
っ
た
は
ず
の
浄
土
宗
に
と

っ
て
「
諸
宗
に
准
」
じ
る
出
発
点
と
な
っ
て
い
た
。
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ま 

と 

め

　
中
世
浄
土
宗
寺
院
は
中
世
前
期
に
は
山
城
・
近
江
の
京
都
近
郊
と
、
鎌
倉
の
あ
る
相
模
近
郊
、
そ
し
て
名
越
派
が
展
開
し
た
奥
州
を

中
心
に
寺
院
が
展
開
し
て
い
っ
た
。
後
期
に
な
る
と
そ
こ
に
三
河
が
加
わ
っ
た
。
三
河
は
当
初
藤
田
派
寺
院
が
展
開
し
た
が
、
了
暁
が

三
河
に
入
る
と
白
旗
派
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
白
旗
派
の
一
大
中
心
地
と
な
っ
て
い
っ
た
。
戦
国
期
に
な
る
と
、
近
江

の
浄
厳
院
本
末
、
三
河
の
大
樹
寺
本
末
、
相
模
・
武
蔵
で
は
鎌
倉
光
明
寺
本
末
が
核
と
な
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
寺
院
が
建
立
さ
れ

て
い
っ
た
。

　
戦
国
期
は
、
法
華
一
揆
や
一
向
一
揆
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
法
華
宗
や
真
宗
寺
院
が
武
力
闘
争
を
伴
う
団
結
を
示
す
こ
と
で
勢
力

を
増
し
て
い
っ
た
が
、
浄
土
宗
も
同
様
に
戦
国
時
代
か
ら
そ
れ
ま
で
の
時
期
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
の
ス
ピ
ー
ド
で
寺
院
が
増
加

し
た
。
そ
の
背
景
に
は
こ
れ
ま
で
葬
儀
の
執
行
を
て
こ
に
教
団
を
成
長
さ
せ
た
禅
宗
の
事
例
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
が
、
歴
史
人
口
学
の

研
究
成
果
に
よ
っ
て
明
ら
か
と
な
っ
た
、
戦
国
期
の
人
口
増
加
に
と
も
な
う
経
済
発
展
の
方
が
よ
り
説
得
的
で
あ
る
。

　
ま
た
戦
国
期
に
は
遁
世
僧
集
団
で
あ
る
は
ず
の
浄
土
宗
が
、
他
宗
、
特
に
当
時
京
都
で
将
軍
家
の
庇
護
を
受
け
て
い
た
禅
宗
と
非
常

に
近
い
存
在
に
な
っ
て
い
っ
た
し
、
朝
廷
や
幕
府
と
の
接
近
に
も
成
功
し
て
い
た
。
そ
う
し
た
変
容
を
外
部
か
ら
み
て
い
た
蓮
如
と
真

盛
は
、
浄
土
宗
は
法
然
の
教
え
と
乖
離
し
て
い
る
と
し
て
批
判
し
て
い
た
。

　
こ
う
し
た
変
容
が
ど
の
よ
う
に
影
響
し
て
い
た
の
か
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
が
、
戦
国
期
以
降
、
特
に
畿
内
・
関
東
・
東
海
・
東
北

で
寺
院
数
が
増
え
、
浄
土
宗
の
存
在
感
が
増
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
急
激
な
拡
大
は
質
の
悪
い
非
正
規
僧
の
登
場
と
い

う
負
の
側
面
を
も
生
み
出
し
た
。
そ
れ
へ
の
対
応
策
と
し
て
、
教
団
上
層
部
は
江
戸
幕
府
と
協
力
し
な
が
ら
、
寺
院
・
僧
侶
の
管
理
強
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化
に
乗
り
出
し
た
。
そ
れ
が
浄
土
宗
諸
法
度
の
発
布
と
寛
永
の
本
末
改
め
、
そ
し
て
関
東
十
八
檀
林
に
よ
る
伝
法
の
独
占
で
あ
る
。
こ

う
し
た
諸
制
度
は
浄
土
宗
僧
侶
の
質
を
担
保
す
る
も
の
と
な
っ
た
。
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